
登録商標「ゆきあま」の使用を希望される皆様へ 

 

○ 「ゆきあま」は、北海道立総合研究機構(略称：道総研)の研究成果「冬季無加温栽培技術」

により北海道内で栽培された葉菜類の愛称です。 

○ 「冬季無加温栽培技術」により栽培された葉菜類の「雪国の厳しい寒さがもたらす優しい甘

さ」をイメージして、その魅力が実需者、消費者の皆様に届くようにとの想いを込めて名付け

られました。 

○ 道総研では、「ゆきあま」のイメージや「ゆきあま」に込められた想いを守り、皆様に広く

親しんで頂けるよう、「ゆきあま」を商標登録しています。 

○ 「冬季無加温栽培技術により栽培された葉菜類」やその加工品の包装、広告などに「ゆきあ

ま」の使用を希望する皆様には、下記の手引きに従い使用許諾契約をお願いしております。 

○ 商標の使用料は、「ゆきあま」を使用した商品の売上金の１パーセントに消費税を加えた額

となっております。 

○ 「『ゆきあま』が使用された商品」を使用して生産された商品には、その商品に「『ゆきあま』

が使用された葉菜類」が使用されていることの表示として、許諾手続なく無償で「ゆきあま」

を使用することができます。 

//////////////////////////////////【使用の手引き】///////////////////////////////// 

１ 商標登録 

・登録番号 商標登録第 6507450号 
・登録商標 ゆきあま（標準文字） 
・指定商品 野菜、加工野菜、菓子、野菜ジュースなど 

          ※指定商品の詳細は、別紙商標公報でご確認ください。 

２ 登録商標を使用できる商品 
 ・冬季無加温栽培技術を用いて北海道内で栽培された葉菜類及びその加工品等であって、登録

商標の指定商品に含まれるもの 

３ 使用方法 
 ・原則として、「ゆきあま」の後ろにⓇを付加、あるいはスペースをあけ「冬季無加温栽培

技術により栽培された葉菜類」の品目名、品種名、商品名を表示して使用 

 ・商品に商標登録表示を行うよう努める 

   表示例：「ゆきあま」は、北海道立総合研究機構の登録商標（商標登録第 6507450 号）です。 

４ 使用手続 
・道総研研究推進部知的財産グループにご連絡ください（連絡先は 10 をご覧ください）。 
・「ゆきあま」の使用を予定している商品や使用方法を確認のうえ、使用許諾の手続や使
用料についてご案内いたします。 

・商標の使用条件や契約条件について協議・合意の後、商標使用許諾契約を締結します。 
・契約締結後、条件に従い「ゆきあま」をご使用ください。 

【冬季無加温栽培技術】 

次の要件をすべて満たす葉菜類の栽培技術をいいます。 

・パイプハウス、温室などの農業生産施設内において行われる栽培であること。 

・播種又は定植から収穫直前までの栽培期間中に、施設内の加温目的で電気、燃料などのエネ

ルギーを利用しないこと。ただし、加温を目的としない設備維持のためのエネルギー使用は

この限りでない。  

・冬季(12 月から２月までの冬季期間)に収穫が行われること。 



５ 主な契約条件 
（１）使用料 
  「ゆきあま」を使用した商品の売上金額の 1％に消費税を加えた額 
（２）使用状況の報告 
  年２回：４月～９月までの使用状況（売上金額等）を１０月末日まで、１１月～翌年３

月までの利用状況を翌年４月末までに報告 
（３）使用料の支払 
  年２回：使用状況報告書の提出後、道総研から請求書兼振込依頼書を発行しますので、

金融機関でお支払い願います 

６ 商品販売先等における「ゆきあま」の使用 
次の場合は、商品販売先等において、許諾手続なく無償で「ゆきあま」を使用することが

できます。 
（１）「ゆきあま」を使用できる商品 
  「『ゆきあま』が使用された商品」を使用した商品であって、「冬季無加温栽培技術」に

より栽培された葉菜類の特徴が反映されているもの 
（２）「ゆきあま」の使用方法 

「『ゆきあま』が使用された葉菜類」が使用されていることの表示として、「３ 使用方
法」に従い使用 

７ 契約までの流れ 
 ①道総研知的財産グループに連絡し、使用条件等について協議してください。 
②協議が調いましたら、使用許諾申請書に必要書類を添えて、道総研に申請してください。 
③道総研では、申請内容を確認の上、契約書を２通作成し、送付します。 
④契約書が届きましたら、契約内容をご確認の上、押印し、２通とも返送してください。 
⑤道総研で契約書に押印し、契約日を記載の上、１通を送付します。残りの１通は、道総
研で保管します。 

【契約締結】 

 

 

 

 

 

 ※添付書類：履歴事項全部証明書（原本）、定款（写し）及び参考資料(パンフレット等) 

８ 契約後の手続 

（１）使用状況の報告 

  使用状況報告書に売上実績を確認できる書類（納品書、伝票等の写し等）を添えて、郵送に

より提出してください。提出期限等は次のとおりです。 

①４月１日から９月３０日までの使用状況：１０月３１日まで 

  ②１０月１日から３月３１日までの使用状況：４月３０日まで 

（２）使用料の支払い 

  提出された使用状況報告書に基づき使用料を算定し、請求書兼振込依頼書を送付しますの

で、金融機関で使用料をお支払いください。 

９ 契約期間の更新 

  契約期間の更新を希望する場合は、契約期間満了の２ヶ月前までにご連絡ください。 

10 お問い合わせ、連絡先 

 〒０６０－０８１９ 札幌市北区北１９条西１１丁目 

  地方独立行政法人北海道立総合研究機構 研究推進部知的財産グループ 

 電話：０１１－７４７－２８０６ ＦＡＸ：０１１－７４７－０２１１ 

 E-mail：hq-ip@hro.or.jp 

（使用者） 

使用許諾申請書

（添付書類）提出 

（道総研） 

書類審査 

契約書送付 

（使用者） 

契約書に押印 

道総研に返送 

（道総研） 

契約書に押印 

使用者に送付 



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】令和４年２月９日（２０２２．２．９）

【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第６５０７４５０号（Ｔ６５０７４５０）
（１５１）【登録日】令和４年２月１日（２０２２．２．１）

（５４１）【登録商標（標準文字）】

（５００）【商品及び役務の区分の数】５

（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第５類　野菜を主原料とするカプセル状・粉末状・液状・顆粒状・ゲル状・ゼリー状・グミ状の加工食品，野
菜を主原料とするサプリメント，サプリメント，野菜を使用した食餌療法用食品，誤嚥を防止するために堅さ

や飲み込み易さを調整した食餌療法用食品，介護用食餌療法用食品，食餌療法用食品，食餌療法用飲料，乳幼
児離乳食，野菜を使用した乳幼児用食品，乳幼児用食品，乳幼児用飲料，野菜を主成分とした食物繊維，食物
繊維，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），青汁を含有する乳幼児用粉乳，乳幼児用粉乳，

医療用食品添加剤，薬剤（農薬に当たるものを除く。） 　　　　
第２９類　菓子（果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。），野菜を使用したヨーグルト，
ヨーグルト，野菜を加味した乳酸菌飲料，乳酸菌飲料，野菜を使用した乳製品，乳製品，冷凍野菜，粉末状の

乾燥野菜，野菜のパウダー，乾燥野菜，野菜のペースト，ピクルス，調理用野菜ジュース，調理用青汁，調理
用青汁のもと，加工野菜及び加工果実，野菜を主材とする惣菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物，野菜を主材
とするリゾットソース，カレー・シチュー又はスープのもと，ふりかけ，お茶漬けのり，なめ物 　　　　
第３０類　イタリア風のアイスクリーム，アイスクリーム，菓子（果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とす
るものを除く。），パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパ

イ，ピザソース，ディップソース，調味料，パスタソース，パスタ，ラーメンの麺，グラノーラ，野菜を使用
した穀物の加工品，穀物の加工品，野菜を含有する茶，茶，香辛料，アイスクリームのもと，シャーベットの
もと，お好み焼，調理済みラーメン，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ，即席菓子の

もと，食用粉類 　　　　
第３１類　カットした野菜，野菜，野菜の種子類，種子類，野菜の苗，苗，苗木，糖料作物，果実 　　　　
第３２類　飲料用野菜ジュース，飲料用野菜ジュースのもと，水に溶かして飲む野菜粉末，飲料用青汁，粉末

状の飲料用青汁のもと，飲料用青汁のもと，野菜を使用したスムージー，スムージー，野菜を使用したスムー
ジーのもと，スムージーのもと，野菜を使用した清涼飲料，清涼飲料，野菜を使用した果実飲料，果実飲料，
乳清飲料，アルコール分を含まない飲料 　　　　
【国際分類第１１版】 　　　　
（２１０）【出願番号】商願２０２１－１３４６６８（Ｔ２０２１－１３４６６８）

（２２０）【出願日】令和３年１０月２８日（２０２１．１０．２８）

【別紙】商標公報 



(2) 商標公報６５０７４５０

（７３２）【商標権者】
【識別番号】３１００１０５７５

【氏名又は名称】地方独立行政法人北海道立総合研究機構
【住所又は居所】北海道札幌市北区北１９条西１１丁目１番地８
（７４０）【代理人】

【識別番号】１００１４５０７８
【弁理士】

【氏名又は名称】内藤　拓郎
【早期審査対象出願】
【法区分】平成２３年改正

【審査官】佐藤　丈晴
（５６１）【称呼（参考情報）】ユキアマ
【検索用文字商標（参考情報）】ゆきあま

【類似群コード（参考情報）】
第５類　０１Ｂ０１、３１Ｄ０１、３２Ｆ１５、３２Ｆ１６、３２Ｆ１７、３２Ｘ９９、３３Ｂ０１
第２９類　３０Ａ０１、３１Ｄ０１、３２Ｄ０１、３２Ｅ０１、３２Ｆ０１、３２Ｆ０２、３２Ｆ０４、３２

Ｆ０６、３２Ｆ１０、３２Ｆ１１、３２Ｆ１２
第３０類　２９Ａ０１、３０Ａ０１、３１Ａ０１、３１Ａ０２、３１Ａ０３、３１Ａ０４、３１Ａ０５、３１
Ｂ０１、３１Ｄ０１、３２Ｆ０３、３２Ｆ０６、３２Ｆ０９、３２Ｆ１０、３３Ａ０３

第３１類　３２Ｄ０１、３２Ｄ０２、３２Ｄ０３、３２Ｅ０１、３３Ｃ０１、３３Ｄ０１
第３２類　２９Ｃ０１、３１Ｄ０１


